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受取配当金（営業外収益）及び貸倒引当金繰入額（営業外費用）の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2024年７月期（2023年８月１日から2024年７月31日）において、下記の通り、受取配当金（営業外

収益）及び貸倒引当金繰入額（営業外費用）を計上することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

１． 受取配当金（営業外収益）の計上について 

 不動産特定共同事業法(平成６年法律第77号)第２条第９項に規定される特例事業者であるLEVECHYファン

ド３号合同会社と当社との間で締結された特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約契約に基づ

く金銭の分配を行う旨の通知を受けたことに伴い、受取配当金として116,701千円を2024年７月期において

営業外収益に計上いたしました。 

 

２． 貸倒引当金繰入額（営業外費用）の計上について 

 当社が有する営業外債権につきまして、貸付先の財政状態及び経営成績を評価した結果、債務の弁済につ

き不確実性が高いと判断し、当該債権に対する貸倒引当金繰入額85,000千円を2024年７月期において営業

外費用に計上いたしました。 

 

３． 業績に与える影響 

 上記の受取配当金及び貸倒引当金繰入額の計上による業績の影響につきましては、本日公表の「2024年７

月期 決算短信[日本基準]（非連結）」に反映しております。 

以上 


